
ノ17ー■ノ1ラスメン　の靡好を反響Lr

l　パワー・ハラスメントとは（厚生労働省による定義）

職場のパワー・ハラスメント（パワハラ）とは、「同じ職場で働く者に対して、

撃臓器諾禁讐聖賢

2　パワハラに該当しうる例
（人事院「パワーリ＼ラスメント防止ハンドブック」／平成27年7月より一部修正）

l　　‥　‾　　　　　‾　‖　　　‾　　‾　　‥　　　‾

（∋暴言
イこんな間違いをするやつは死んでしまえ」「おまえは給料泥棒だ」などと暴言を

吐く。
・発表の方法垂を指導せずに、「君のプレゼンが下手なのは、暗い性格のせいだ。何

とかしろ」などと言う。
②執拗な非難

・3日間にわたって何度も書き直しを命じる。
1皆の前で起立させたまま、大声で長時間叱責し続ける。

③威圧的な行為
・椅子を蹴飛ばしたり、書類を投げつけたりする。
・目の前で、分厚いファイルを何度も激しく机に叩き付ける。
・自分の意向と違う時は意に沿った発言をするまで怒鳴り続け、また、自分自身に

ミスがあると、有無を言わさず部下に責任を転嫁する。
④実現不可能・無駄な業務の強要

・これまで3名で行ってきた大量の申請書の処理業務を未経験のその部下に全部押

しつけ、期限内にすべて処理する；よう厳命した。
・毎週のように土曜日や日曜日に出勤することを命じる。

⑤仕事を与えない
・何の説明もなく役職に見合った業務を全く与えずこ班内の回覧物も回さない。
・部下に仕事を与えなくなり、本来の仕事すら他の同僚にさせるようになった。

（釘仕事以外の事柄の強要
・部下に対して、毎日のように昼休みに弁当を買いに行かせたり、週末には家の掃

除をさせたりする。
・「上司より立派なマンションに住むとは何事だ」とか「もっと安いところに住まな

いと地方に異動させるぞ」などと言い続けた。・．
⑦暴力・傷害

・書類で突然頭を叩く。
・仕事が遅いと部下を殴ったり、蹴ったりする。●

⑧名誉乗積・侮辱
・同僚の前で、無能なやつだと言う。課全員の前で土下座をさせる。
・病気の内容を大勢の職員の前で言う。家族について皮肉を言う。．

⑨隔離・仲間外し・無視
・いつも行動が遅い部下の発言を無視し、会議にも参加させない。

同僚とそりが合わないからといって、ついたてで仕切っている。
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3　パワー・ハラスメントのない職場づくりのために
同じ職場で働く者同士、教職員一人一人がお互いを大切にし、職場環境を良くしてい

こうとする意識が大切です。日頃からお互いにコミュニケーションを大切にし、職場全
体で、パワハラになり得る言動を認識し、皆で取り組むことが必要です。・

へノアクー■／lラスメントを拓止する．ための留意斎～

の身庇屠一二人一人を人として著書する
虐）身産屋の慮屏探靡孝超す石
動′10ク／1ラにな〝得る貢野の．碧穿
虜）コミュニケーシランを好打、点好′安産脚を作る
⑤好富者へ声をカ1〝石、綴穿仁のる

パワハラと指導の違い

パワハラ �■　指　導　． 

目　　■的 �・相手を馬鹿にする、排除する ・自分の目的の達成 （自分の患いどおりにしたい） �相手の歳長を促す 

業務上の≡ �・．業務上ゐ必要性がない �仕事上必要性がある。ま和ま 

必要性 �（個人生活、人格を否定する） �健全な嘘場環境を維持するた 
・業務上の必要性があっても不 適切な内容や量： �めに必要なこと・ 

態．度 �■威鱒的．、攻撃的、否定的、 �肯定的、受容的、見守る、■ 

批判的▲． �自然体 

タイミング �・過去のことを繰り返す’ �・タイムリーl亭その場で 
・相手の状況や立場を考えずに �，受け入れ整備ができている ：ときに 

誰の利益か �組織や自分の利益優先　■ �組綾にも相手与も利益が得ら 

（自分の気持ちや都合が中心） �れる 

自分の感情 �いらいら、怒り、嘲笑、冷寺臥 不安、嫌悪感・ �好意、層やか、きりっとした 

結　　果 �・部下が萎縮す去 �・部下が責任を持って発言、 
・・職場がぎすぎすする’■ �行動する 

・・退職者が多くなる �・職場に碍気がある一 

（人事院「パワニ・ハラスメント防止ハンドブック」／平成27年7月　より）

4　困ったときは・・・
パワハラを受けていると感じている教職員や、バワハラを見開きした教職員で、加害

者が上司であるた鋸こ、上司にパワハラであることを伝えるこ一とができず、そのまま放
置した場合には、職場環境に重大な影響を及ぼす恐れがあるため、管理職者や同僚に相
談するなど早期に対応することが必要です。

それでも解決が困難なときは． 

○小中義務教育学校は、・ 
県教育委員会教職員課小中学校人事担当または市町教育委員会へ 

○県立学校は、 
県教育委員会教職員課県立学校人事翠当へ　御相談ください二 


